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台湾における営利事業者の解散、廃業、
合併、譲渡時の決算・清算申告の要点

本ニュースレターの内容は、一般的情報をご参考までに提供するものです。
具体的な個別の案件に対するアドバイスが必要な場合は、EY台湾にご相談ください。

本ニュースレターの内容について、ご不明な点等がございましたら、いつでもサポート
をいたしますので、ご遠慮なくお申し付けください。

• はじめに

営利事業者が事業を進める中で、解散、廃業、合併または事業の譲渡といった
意思決定に直面することもあります。

この場合、特定時点の決算や清算の税務申告といった課題も生じます。また、
企業の事業モデルの変更や終了という重要な転換期になるだけではなく、
過去の財務の総括及び法的義務や税務コンプライアンスの履行も行うことと
なります。

今月のJBS NEWSLETTERでは、これらの状況に関連する方規定及び実務に
対する概要、及び国税局のニュースリリース内のガイドラインとともに図示及び
具体例を用いた考察を通じて、決算・清算申告過程の関連法規、留意事項及び
見受けられる誤りを説明します。

台湾の現地法人や支店等の事業体において、今後、解散、廃業、合併または
事業の譲渡といった意思決定を行った場合の特定時点の決算及び清算申告
の概要の把握としてご参考ください。

• 今回お伝えしたいポイント

• 解散、廃業、合併または譲渡時の決算、清算の法定申告期限及び留意事項

• 解散、廃業、合併または譲渡時の決算、清算の関連規定及び留意事項

• 解散・清算時の源泉徴収（免除）票の申告期限
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解散、廃業、合併、譲渡時の決算・清算申告の要点

解散、廃業、合併、譲渡時の決算、清算の法定申告期限と留意事項

解散、廃業、合併または譲渡時の決算、清算とは?

• 所得税法第75条の規定によると、営利事業者に解散、廃業、合併や譲渡（※）の状況がある場合、上記状況が
発生した日までにその期の決算を実施し、かつ、45日以内に所轄徴税機関に対してその営利事業所得額及び
納付税額を申告して、申告書提出前に納付するものとされています。

※個人単独出資・パートナーシップ組織の事業に係る責任者変更や組織解散を伴う場合等の譲渡が該当します。

• 清算を行う場合、解散から清算期間における清算所得は、清算結了日から30日以内に所轄徴税機関に申告し、
かつ申告前に当年度に適用される営利事業所得税率に基づき自ら計算・納税するものとされています。

• 具体的には、以下の通りです。

2024/3/5

株主総会にて
解散を決議

2024/5/28

清算結了

2024/3/12

主管機関に対して
解散登記を申請

2024/3/19

解散許可発行日

12月決算の会社が以下のスケジュールで解散決議を行い、その後清算手続を結了する場合

注：上記例における会社では、2024年度の未処分利益及びこれに係る追加税額の申告を実施する必要がない
だけでなく、会社の解散日が属する事業年度の末日（すなわち2024年12月31日）までに清算結了となったため、
その前の年度（すなわち2023年度）の未処分利益及びこれに係る追加税額についても申告する必要がありません。

2024年度営利事業所得税決算申告の実施（決算所得期間：2024/1/1～2024/3/5）1

2024/5/345日以内に申告
2024/3/19

解散許可発行日

2024/3/20

許可の翌日

2024/6/2630日以内に申告2024/5/28

清算結了

2024年度の営利事業所得税の清算申告の実施（清算所得期間：2024/3/6～2024/5/28）3

2024/5/312024/5/1

2 2023年度の営利事業所得税確定申告及び2022年度未処分利益申告の実施
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解散、廃業、合併、譲渡時の決算・清算申告の要点

解散、廃業、合併、譲渡時の決算、清算の法定申告期限と留意事項

営業期間が1年未満の場合の所得額計算方法

• 所得税法第40条の規定によると、事業期間が1年未満となる場合には実際の事業期間が通年に占める割合に
基づき、その所得額を通年の所得額に換算した上で所定の税率に基づき通年の税額を計算し、元の割合に
応じて納付すべき税額を算出しなければならないとされています。なお、事業期間が1カ月未満の場合には
1カ月で計算します。1カ月

• また、所得税法施行細則第65条によると、清算所得は当年度の営利事業所得税率に基づき課税されるものとし、
上記の所得税法第40条の規定は清算所得の計算には適用されません。

• なお、営利事業者が税法の規定に違反し徴税機関により事業停止命令を受けた場合、上記の法規定に基づく
所得額の換算規定が適用されません。

中間申告に関して留意すべき規定

• 2024年度の営利事業所得税の中間申告期間は2024年9月1日から9月30日までとなります。

• 所得税法第67条の規定によると、一般申告の営利事業者については、2023年度の営利事業所得税の確定
申告における納付税額の半額を中間納税額とします。

• しかし、営利事業者が中間申告期間終了前に解散、廃業、合併や譲渡がなされた場合、所得税法第75条の規定
に従い、その期の決算申告を実施する必要がありますが、中間申告を実施する必要はないものとされています。

決算申告 1. 清算申告

2. 税法違反により徴税機関から事業停止
を命じされた場合

通年の所得額への換算をする場合 通年の所得額への換算が適用されない場合
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解散、廃業、合併、譲渡時の決算・清算申告の要点

清算期間における統一発票の使用と営業税の申告または還付

清算期間において統一発票を使用することができるか? 営業税はいつ申告すべきか?

• 統一発票を使用する営利事業者が、解散または廃業登記後、清算期間において残った在庫や役務を処理する
必要がある場合、法規定に従い徴税主管機関に対して統一発票の受領・使用の申請を行った上で、その納付す
べき営業税額を申告する必要があります。

• 清算期間が満了する期の売上高及び納付すべきまたは過大納付した営業税額は清算期間満了日から15日以内
に徴税主管機関に対して申告、納付や還付申請を実施する必要があります。

• 規定により納付すべき税額を申告しなかった場合、徴税主管機関は法律によりその売上高及び営業税額を
査定した上で追加で課税するものとされています。

過大納付した営業税はどのように還付を受けるか?

• 営利事業者が合併、譲渡、解散や廃業により抹消登記を申請し、付加価値型及び非付加価値型営業税法第39条
第1項第3号の規定によって過大納付した税額の還付を申請するには、会計士の監査によって調整事項なしと
された場合、または調整額に基づき自ら追加で納税を行っている場合に、徴税主管機関に対して、審査前に
先に還付を行う案件として申請することができます。

• ただし、以下のいずれかに該当する場合、徴税主管機関が調査した後に還付するものとされています。

1. 監査責任者である公認会計士が、直近3年内に会計士懲戒委員会の懲戒を受けている場合。

2. 営利事業者が営利事業所得税及び清算申告を実施していない場合。

3. 営利事業者に未だ終了していない審査案件や営業税の違反案件がある場合。

4. 監査責任者である公認会計士が監査すべき事項に対する監査を実施していない場合。

5. 上記以外にて、徴税機関がその申告や関連資料より分析をしたところ、明らかに異常がある場合。

• 審査期間

1. 清算申告を実施する必要がある場合、繰越還付税額の発生日から清算期間終了日までとされます。

2. 清算申告を実施する必要がない場合、繰越還付税額の発生日から営業登記申請抹消日までとされます。
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解散、廃業、合併、譲渡時の決算・清算申告の要点

解散・清算時の源泉徴収（免除）票の申告期限

解散・清算時の源泉徴収申告の起算日及び期間

• 所得税法第92条第1項の規定によると、機関、行政法人、団体、学校、事業者が解散、廃業、合併、あるいは
譲渡、撤退、変更した場合、あるいは破産管理人が対応する破産事務が裁判所により終結や終了と裁定された
場合、源泉徴収義務者は随時、源泉徴収した分に対する源泉徴収票を発行し、10日間以内に所轄の徴税機関
に対して申告しなければならないものとされています。

• この10日の起算日は、それぞれ以下の日の翌日から起算されます。

2023年2月

会計士に対する業務費用が
複数回にわたって支払われ、
かつ、該当税額を源泉徴収

2024/3/19

清算結了

2023年8月 2023/11/13

解散の許可

12月決算の会社が以下のスケジュールで解散決議を行い、その後清算手続を結了する場合

当該源泉徴収済の金額について、業務執行所得の源泉徴収票を発行し申告を実施1

2023/11/23
翌日から10日以内

2023/11/13

解散の許可

• 具体例：

タイプ 起算日（以下の日の翌日）

会社組織 主管機関が解散を許可した日

個人出資、パートナーシップ組織 主管機関が営業登記の抹消を許可した日

機関団体 主管機関が撤退や変更を許可した日

営利事業者が清算期間内において
源泉徴収・申告すべき事項を有する
場合

清算結了日

清算期間が2年度にわたる場合、その支給した各類所得の源泉
徴収票は、年度ごとに期限通り申告するものとされています。
ただし、清算結了年度の前年度に支給された各類所得は、遅く
とも清算結了年度の1月31日までに申告する必要があります。



EY Taiwan JBS NEWSLETTER

© 2024 Ernst & Young, All Rights Reserved. 当事務所に許可なく無断複写・転載することを禁じます。7ページ

解散、廃業、合併、譲渡時の決算・清算申告の要点

解散・清算時の源泉徴収（免除）票の申告期限

解散・清算時の源泉徴収申告の起算日及び期間（続）

2023/11/13

解散の許可

2024/3/19

清算結了

2023/12/1 2024/2/1

会計士に対する
業務費用の支払い

12月決算の会社が以下のスケジュールで解散決議を行い、その後清算手続を結了する場合（続）

清算期間の1年目の役務費用の源泉徴収票申告期限2

2024/1/312023/12/1

会計士に対する
業務費用の支払い

申告期限
最終日

• 具体例（前ページの例の続き）

清算期間の2年目の役務費用の源泉徴収票申告期限3

2024/3/2910日以内
2024/2/1

会計士に対する
業務費用の支払い

2024/3/20

清算結了日
の翌日

申告期限
最終日

2024/3/19

清算結了
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JBS NEWSLETTER バックナンバーのご案内

JBS NEWSLETTERについて

発行月 タイトル

2024年9月 旅費、広告宣伝費及び交際費の定義と計上基準～事例を踏まえて～

2024年8月 期限内申告の重要性～申告の基本と過去の判例を踏まえて～

2024年7月 台湾における資本剰余金について～その応用と税務分析～

2024年6月 産業創新条例による投資租税優遇の基本事項と対応の整理

2024年5月 未処分利益の追加課税の申告に係る基本規定と留意事項

2024年4月 外国籍従業員の個人所得税の申告に関するよくある質問～免税・控除額や各種優遇措置及び申告実務～

2024年3月 外国籍従業員の個人所得税の申告に関するよくある質問及び外国特定専門人材の租税優遇の適用について

2024年2月 会計年度の変更に係る基本的対応及び留意事項

2024年1月 営利事業所得税審査準則の一部改正

2023年12月 所得税法第25条第1項の適用と検討

2023年11月 従業員の給与・インセンティブの税務上の費用計上に係る規定整理

2023年10月 クロスボーダー取引における源泉税の負担軽減方法～台湾における事前申請について～

2023年9月 産業創新条例第10の2条の改正「台湾版CHIPS法」について

バックナンバー

バックナンバーの購読のご要望は、ご遠慮なく、当NEWSLETTER最終ページの連絡先、又はEY担当者までご連絡ください。

EY台湾では、JBS NEWSLETTERとして、台湾における日系企業向けに、その時々の会計、税務、法令にかかるトピックに
応じた内容を、日文と中文にてお届けしています。
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